
 

 

令和元年 11 月 8 日 

 

 

 

 

令和元年度一般会計の予備費の使用に伴う地方負担への対応 

 

 

 

標記については、別添のとおり地方公共団体に連絡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（連絡先） 

自治財政局財政課 

担当：志賀財政企画官、高橋係長 

代表：03-5253-5111（内線 23314、23323） 

直通：03-5253-5612 

F A X：03-5253-5615 



事 務 連 絡

令和元年１１月８日

各都道府県財政担当課

各都道府県市区町村担当課

各都道府県議会事務局 御中

各指定都市財政担当課

各指定都市議会事務局

総務省自治財政局財政課

令和元年度一般会計の予備費の使用に伴う地方負担への対応について

政府は、令和元年度一般会計の予備費の使用を閣議決定したところであります

（別添資料参照）。

これに伴う財政措置として別紙のとおり講ずることを予定しておりますので、

お知らせいたします。

また、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかに措置の内

容を御連絡いただくようお願い申し上げます。

【担当】

総務省自治財政局

財政課財政計画係 高橋

電話 03-5253-5612



（別 紙）

政府は、令和元年度一般会計の予備費（１，３１６億円）の使用を閣議決定し

たところである（別添資料参照）。

今回の予備費使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、

これに対しては以下のとおり財政措置を講ずる予定である。

なお、詳細については、別途お知らせすることとしている。

１ 災害復旧事業

(1) 直轄・補助事業として実施する災害復旧事業について、地方負担額の１００％

まで補助災害復旧事業債を充当できることとし、後年度における元利償還金

の９５％を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしている。

(2) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（災害復旧として実施する被

災産地施設支援対策）について、地方負担額の１００％まで一般単独災害復

旧事業債を充当できることとし、後年度における元利償還金については、地

方公共団体の財政力に応じ、４７．５～８５．５％を公債費方式により基準

財政需要額に算入することとしている。

２ 災害関連事業

地方負担額の１００％まで補正予算債（公共事業等債）を充当できることと

し、後年度における元利償還金の８０％を公債費方式により基準財政需要額に

算入することとしている。

３ 災害廃棄物処理事業

(1) 令和元年台風第１５号及び第１９号による災害に係る事業について、災害

対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の１００％

まで地方債を発行できることとし、後年度における元利償還金の９５％を公

債費方式により基準財政需要額に算入することとしている。

また、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方

負担額の９５％を特別交付税により措置することとしている。

(2) 上記(1)以外の事業について、地方負担額の８０％を特別交付税により措

置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体に

おいては、その１００％まで地方債を発行できることとし、後年度における

元利償還金の５７％を特別交付税により措置することとしている。



４ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の１００％

まで地方債を発行できることとし、後年度における元利償還金の９５％を公債

費方式により基準財政需要額に算入することとしている。

また、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負

担額の９５％を特別交付税により措置することとしている。

５ 小規模事業者支援推進事業

地方公共団体が支出する経費の２／３を国が補助する場合、地方負担額の

９５％を特別交付税により措置することとしている。

また、地方公共団体が支出する経費の１／２を国が補助する場合、地方負担

額の７０％を特別交付税により措置することとしている。

６ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（被災農業者支援型）及び被災

農家営農再開緊急対策事業

地方負担額の７０％を特別交付税により措置することとしている。

７ 災害援護貸付金

資金手当として地方負担額の１００％まで一般事業債を充当できることとし

ている。

８ 災害救助費及び災害弔慰金等

地方負担額については、従前と同様、所要の特別交付税措置を講ずることと

している。



令 和 元 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 

令 和 元 年 １ １ 月 ８ 日  

閣 議 決 定  

災 害 関 係 経 費 

 内閣府所管 

  被災者生活再建支援に必要な経費      １６，１７３，１００千円 

  災害救助等に必要な経費          １６，７７１，７３２ 

  自然災害による被災者の債務整理支援に必要     ４６，５９６ 

な経費 

 農林水産省所管 

  農家等の営農再開支援に必要な経費      ３，１７０，１３９ 

  農畜産物共同利用施設等の整備に必要な経費  ２，３３９，９８３ 

  被災農業者支援事業に必要な経費       ８，４９８，９８５ 

  特用林産振興施設等の整備に必要な経費    １，１２３，８７０ 

 経済産業省所管 

  石油製品販売業早期復旧支援事業に必要な経    ３０４，６９４ 

費           

  関東地方等の魅力発信による消費拡大事業に    ４８８，０２１ 

必要な経費            

  中小企業者等の経営支援に必要な経費    ３３，８１５，７０８ 

  中小企業等グループ施設等復旧整備事業等に １５，７５９，１５２ 

必要な経費 



 国土交通省所管 

  河川維持修繕事業に必要な経費        ４，８３０，０００千円 

  砂防災害関連緊急事業に必要な経費      １，５１３，４６７ 

  関東地方等の観光支援に必要な経費      ２，８９４，２４８ 

 環境省所管 

  災害廃棄物処理事業に必要な経費      １７，３８１，４９２ 

 防衛省所管 

  自衛隊の部隊が実施する災害派遣活動等に必  ６，５１１，８９１ 

要な経費            

            計         １３１，６２３，０７８ 

（ 参 考 ） 

  予 備 費 予 算 額             ５００，０００，０００千円 

  前回までの使用累計額              ６３，３７６，１４２ 

  今 回 使 用 額             １３１，６２３，０７８ 

  差 引 残 額           ３０５，０００，７８０ 


